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１．規定の効力 

 この規定は２０２３年度オリエンテーションにおける新入生に対する勧誘活動について規

定するものであり、その管理はオリエンテーション実行委員会本部（以下本部）が権限を持

つ。本規定の効力はオリエンテーション期間とする。 

すべての団体は、オリエンテーション期間中はこの規定にしたがって勧誘活動を実施する。

守らない場合は４.罰則に基づき罰則を命ずる 

  

  

２ 勧誘についての禁止・制限事項 

 

２.1 勧誘場所について 

 

・新入生を部室棟、アネックスに入れてはならない。 

・本部および各部会本部から振り分けられた勧誘教室以外にブースを設けての勧誘をしては

ならない。 

・勧誘場所は本部が許可した場所のみとする。（学生厚生要相談） 

・１号館、２号館の許可されていない場所、５号館、３号館学生食堂内での勧誘を禁止とす

る。 

・１号館と３号館を繋ぐブリッジの上、及び２号館２階での勧誘活動は、禁止とする。 

・通行の多い場所（階段、出入口、エスカレーター付近など）では、その妨げになるような

勧誘をしてはならない。 

・教室内外において常に人がすれ違える程度の通路を確保する 

 

 ２.２ 勧誘教室内の規定について 

  ・勧誘活動時間内は、勧誘ブースになるべく一人以上待機するようにしてください。 

・勧誘教室への食品の持ち込みをしてはならない。（学生厚生要相談） 

・ブースで勧誘する人数は１団体５名以下とする （学生厚生要相談） 



・非常口・非常階段・消防設備（消火器・消火栓）・避難器具等の周辺に物を置くなどの行

為は禁止。 

・机・椅子の移動の際は床・壁を傷つけないよう注意して運ぶ。 

  ・展示部屋内の壁・床等は汚さないようにする 

  ・教室内での喫煙・飲酒・火気の使用は禁止とする。 

・床・壁・机・椅子に直接使用できるテープ類はマスキングテープ又はドラフティングテー

プに限定する 

・ブース内の楽器等の音出しは禁止とする 

・教室内の備品等を破損させた場合は各団体で弁償する 

 ２.３ 勧誘の際の配布物・掲示物について 

  ・配布するビラは手渡しで行い、床などに散らばることのないようにする。 

・勧誘教室内において、委員会活動、部活動、学術研究についての資料以外の物品（講義資

料・過去問題など）や金銭（クーポン等を含む）を利用しての勧誘活動をしてはならな

い。 

・勧誘教室外において、オリエンテーション実行委員会の角印が印刷してあるビラ以外の物

品（無許可ビラ・飲食物・金銭・金券・講義資料・ティッシュなど）を配布してはならな

い。 

・ビラ・ポスター・手持ち看板は５．配布物・掲示物による勧誘の規定に沿っていない場合

はこちらの判断で強制的に回収する。 

・ポスター掲示可能場所は 2 号館 2 階及び勧誘教室内に限る（学生厚生要相談） 

・ビラ配布可能場所は 2023 年度オリエンテーションで許可されている場所に限る（学生厚

生要相談） 

 

 ２.４ その他諸注意について 

・新入生に対して、強引または強制的な勧誘（囲いこみなど）をしてはならない。 

・学力調査やガイダンス（学科行事・健康診断・行事進行など）の妨げとなる勧誘活動をし

てはならない。 

・服装は原則自由。ただしマスクの着用は必須 

・ＳＮＳの使用について、個人のアカウントを使用してはならない。ただし、団体で作成し

たものについては使用可能とする。（学生厚生要相談） 

・ＳＮＳ上でのトラブルについては本部では一切の関与をしない。  

・オリエンテーション後団体で企画を行いし新入生を勧誘することは許可しますが 

 オリエンテーション実行委員会は一切の責任を負いません。 

 ３ オリエンテーション後の片付けについて 

  ・ポスター・ビラの後片付けは団体が責任を持って行う 

  ・勧誘教室を利用していた団体と協力して元の状態に戻す 

  ・ごみは各自で拾い床などに散らばっていない状態にする 

  ・17 時までに完全撤収する 



４ 罰則 

・規定に反した勧誘、また悪質である勧誘が見受けられた場合には、警告を与える。 

・規定が守られていないビラや看板を勧誘に使用している場合は、警告を与える。 

・規定が守られていないポスターは、本部が撤去し、警告を与える。 

・オリエンテーション期間の警告回数が３回となった場合には、勧誘活動を禁止とする。 

・Web 上（SNS・メールなど）での勧誘についても、内容によっては警告の対象となる

場合がある。 

  

  

５ 配布物・掲示物による勧誘の規定 

[１]  ビラ配布 

・規格は B５判（１８２mm×２５７mm）以下とする。この際、A5 などでも構わない。 

・内容は後日配布する作成上の注意点に則ったものとする。 

・角印が押してあるビラのコピーは自由とするが、縮尺を変更することは認めない。 

・発行団体名を明記すること。 

・新入生の勧誘のみを目的とし、その他の目的での配布は認めない。 

・それぞれの本部の角印が写っている物のみ配布を許可する。 

・配布許可を受けていない団体でも、勧誘教室内でのビラの配布は可能とする。ただし、

内容は上記の注意点に則ったものとする。 

  

[２]  勧誘ポスター 

・規格はＡ４判 縦（２９７mm×２１０mm）とする。 

・内容は後日配布する作成上の注意点に則ったものとする。 

・発行団体名を明記すること。 

・新入生の勧誘のみを目的とし、その他の目的での掲示は認めない。 

・それぞれの本部の角印が写っている物のみ掲示を許可する。 

  

  

[３]  勧誘用手持ち看板 

 ・規格はＡ２判 （４２０ｍｍ×５９４ｍｍ）以下とする。 

・持ち手は規格に含めないが、勧誘活動時に他団体の活動・学生の通行の妨げにならない 

程度にすること。 

・内容は後日配布する作成上の注意点に則るものとする。 

    ・オリエンテーション当日に本部の者が規定に則っているか確認する。 

  ・使用団体名を明記すること。 

・新入生の勧誘のみを目的とし、その他の目的での使用は認めない。 

・それぞれの本部の角印が写っている物のみ使用を許可する。 


